
（別添３）変更箇所その２
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年1月20日 Ⅰ.1.②事務の内容

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係
る事務については、行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び
個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特
定個人情報の提供等に関する省令（平成26年総務省令第85
号）第35条の定めるところにより、事務を委任する機構に対する
情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。

なお、⑨の「個人番号の通知及び個人番号カードの交付」に係
る事務については、行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番
号カード、特定個人情報の提供等に関する省令（平成26年総務
省令第85号。以下「個人番号カード省令」という。）第35条（個人
番号通知書、個人番号カード関連事務の委任）により機構に対
する事務の一部の委任が認められている。
そのため、当該事務においては、事務を委任する機構に対する
情報の提供を含めて特定個人情報ファイルを使用する。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
Ⅰ.2.システム2.②シ
ステムの機能

７．送付先情報通知
：個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住
民に対して番号通知書類(通知カード、個人番号カード交付申請
書（以下「交付申請書」という。）等)を送付するため、既存住基シ
ステムから当該市町村の住民基本台帳に記載されている者の
送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理する個人
番号カード管理システムに通知する。

７．送付先情報通知
：個人番号の通知に係る事務の委任先である機構において、住
民に対して番号通知書類(個人番号通知書、個人番号カード交
付申請書（以下「交付申請書」という。）等)を送付するため、既存
住基システムから当該市町村の住民基本台帳に記載されてい
る者の送付先情報を抽出し、当該情報を、機構が設置・管理す
る個人番号カード管理システムに通知する。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
Ⅱ.(1).5.提供・移転の
有無

〔○〕 提供を行っている　　（　 56　）件 〔○〕 提供を行っている　　（　 58　）件 事後 誤謬の修正のため

令和3年1月20日
Ⅱ.(3).2.③対象となる
本人の範囲.その必
要性

番号法第７条第１項（指定及び通知）に基づき、通知カードを個
人番号の付番対象者全員に送付する必要がある。
また、同法第１７条第１項（個人番号カードの交付等）により、個
人番号カードは通知カードと引き換えに交付することとされてい
ることから、合わせて、交付申請書を通知カード送付者全員に
送付する必要がある。
市町村は、法令に基づき、これらの事務の実施を機構に委任す
る。

番号法第７条第１項（指定及び通知）及び個人番号カード省令
第７条（個人番号の通知）に基づき、個人番号通知書を個人番
号の付番対象者に送付する必要がある。
また、通知カード所有者にあっては、個人番号カードは通知カー
ドと引き換えに交付することとされている。
市町村は、個人番号カード省令第35条（個人番号通知書、個人
番号カード関連事務の委任）に基づき、これらの事務の実施を
機構に委任する。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
Ⅱ.(3).2.④記録され
る項目.主な記録項
目

〔○〕 その他　（通知カード及び交付申請書の送付先の情報）
〔○〕 その他　（個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情
報）

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
Ⅱ.(3).2.④記録され
る項目.その妥当性

・その他（通知カード及び交付申請書の送付先の情報）
：機構に対し、法令に基づき通知カード及び交付申請書の印
刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任するために、個人
番号カードの券面記載事項のほか、通知カード及び交付申請書
の送付先に係る情報を記録する必要がある。

・その他（個人番号通知書及び交付申請書の送付先の情報）
：機構に対し、個人番号カード省令第35条（個人番号通知書、個
人番号カード関連事務の委任）に基づき個人番号通知書及び
交付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を委任
するために、個人番号カードの券面記載事項のほか、個人番号
通知書及び交付申請書の送付先に係る情報を記録する必要が
ある。

事後
重要な変更に該当しな
いため



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年1月20日 Ⅱ.(3).3.③使用目的
法令に基づく委任を受けて通知カード及び交付申請書の印刷、
送付並びに個人番号カードの発行を行う機構に対し、通知カー
ド及び交付申請書の送付先情報を提供するため。

個人番号カード省令第35条（個人番号通知書、個人番号カード
関連事務の委任）に基づく委任を受けて個人番号通知書及び交
付申請書の印刷、送付並びに個人番号カードの発行を行う機構
に対し、個人番号通知書及び交付申請書の送付先情報を提供
するため。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日 Ⅱ.(3).3.⑤使用方法

・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出
し、通知カード及び交付申請書等の印刷及び送付に係る事務を
法令に基づいて委任する機構に対し提供する（既存住基システ
ム→市町村ＣＳ又は電子記録媒体→個人番号カード管理システ
ム（機構））。

・既存住基システムより個人番号の通知対象者の情報を抽出
し、個人番号通知書及び交付申請書等の印刷及び送付に係る
事務を個人番号カード省令第35条（個人番号通知書、個人番号
カード関連事務の委任）に基づいて委任する機構に対し提供す
る（既存住基システム→市町村ＣＳ又は電子記録媒体→個人番
号カード管理システム（機構））。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
Ⅱ.(3).5.①法令上の
根拠

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並び
に情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等
に関する省令（平成26年総務省令第85号）第35条

個人番号カード省令第35条（個人番号通知書、個人番号カード
関連事務の委任）

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
Ⅱ.(3).5.②提供先に
おける用途

市町村からの法令に基づく委任を受け、通知カード及び交付申
請書を印刷し、送付する。

市町村から個人番号カード省令第35条（個人番号通知書、個人
番号カード関連事務の委任）に基づく委任を受け、個人番号通
知書及び交付申請書を印刷し、送付する。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日 Ⅱ.(3).5.⑦時期・頻度
使用開始日から通知カード送付までの一定の期間に、番号法施
行日時点における住民の送付先情報をまとめて提供する（以
降、新たに個人番号の通知対象者が生じた都度提供する）。

個人番号通知書に係る送付先情報は、新たに個人番号の通知
対象者が生じた都度提供する。

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
別紙1、番号法別表
第2の116項、②提供
先における用途

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の
支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務で
あって主務省令で定めれた用途

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若し
くは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子
育て支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めれ
た用途

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
別紙2、番号法別表
第1の15項、②移転
先における用途

生活保護法による保護の決定及び実施、保護に要する費用の
返還又は費用の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しく
は進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収
金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
別紙2、番号法別表
第1の36の2項、②移
転先における用途

災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)による被災者台帳
の作成に関する事務であって主務省令で定めるもの

災害対策基本法(昭和３６年法律第２２３号)による罹災証明書
の交付又は被災者台帳の作成に関する事務であって主務省令
で定めるもの

事後
重要な変更に該当しな
いため



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和3年1月20日
別紙2、番号法別表
第1の49項、②移転
先における用途

母子保健法(昭和４０年法律第１４１号)による保健指導、新生児
の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊
産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育
医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の
徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

母子保健法(昭和４０年法律第１４１号)による保健指導、新生児
の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊
産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育
医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給、費用の徴
収又は母子健康包括支援センターの事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年1月20日
別紙2、番号法別表
第1の94項、②移転
先における用途

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どもの
ための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業
の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）による子どもの
ための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付
の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務
であって主務省令で定めるもの

事後
重要な変更に該当しな
いため

令和3年9月1日
Ⅰ.5.②法令上の根
拠

・番号法第１９条第７号（特定個人情報の提供の制限）及び別表
第二

（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定
個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、
８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２３、２７、３０、３１、３４、３５、３
７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、
６６、６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、
９６、９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０８、１１１、１１２、
１１３、１１４、１１６、１１７、１２０の項）

・番号法第１９条第８号（特定個人情報の提供の制限）及び別表
第二

（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定
個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、
８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２３、２７、３０、３１、３４、３５、３
７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、
６６、６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、
９６、９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０７、１０８、１１１、
１１２、１１３、１１４、１１６、１１７、１２０の項）

事後 番号法改正のため

令和3年9月1日
別紙1、番号法別表
第2の107項

－ 提供先の追加（詳細は別紙1を参照） 事後
重要な変更に該当しな
いため

令和4年10月26日
Ⅰ.5.②法令上の根
拠

（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定
個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、
８、９、１１、１６、１８、２０、２１、２３、２７、３０、３１、３４、３５、３
７、３８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、
６６、６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、
９６、９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０７、１０８、１１１、
１１２、１１３、１１４、１１６、１１７、１２０の項）

（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定
個人情報）に「住民票関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、６、
８、９、１１、１６、１８、２０、２３、２７、３０、３１、３４、３５、３７、３
８、３９、４０、４２、４８、５３、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６６、
６７、７０、７４、７７、８０、８４、８５の２、８９、９１、９２、９４、９６、
９７、１０１、１０２、１０３、１０５、１０６、１０７、１０８、１１１、１１
２、１１３、１１４、１１６、１１７、１２０の項）

事後 番号法改正のため

令和4年10月26日
別紙1、番号法別表
第2の21項

提供先の削除 事後 番号法改正のため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の8項、移転先

福祉支援課
こども課

福祉支援課
子育て給付課
こども家庭支援課

事後 組織の見直しのため



変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載 提出時期 提出時期に係る説明

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の9項、移転先

こども課 こども家庭支援課 事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の37項、移転先

こども課 子育て給付課 事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の43項、移転先

こども課
（府から委任）

子育て給付課
（府から委任）

事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の44項、移転先

こども課 子育て給付課 事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の45項、移転先

こども課 子育て給付課 事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の46項、移転先

こども課
（法定受託事務）

子育て給付課
（法定受託事務）

事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の49項、移転先

健康増進課
保険年金課

健康増進課
保険年金課
こども家庭支援課

事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の56項、移転先

こども課 子育て給付課 事後 組織の見直しのため

令和4年10月26日
別紙2、番号法別表
第1の94項、移転先

こども課 子育て給付課 事後 組織の見直しのため


